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国民・納税者のために全力で since1974. 6. 21
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MEI EISEI

▶３月の確定申告という大きな山場を越え、一息つかれている方も多いのではないでしょうか。しかし、窓
の外を眺めれば、私たちの前には「デジタル化」という次なる大きな波が、静かに、確実に押し寄せているの
を感じます。
▶政府が掲げる令和８年度税制改正の青色申告特別控除が最大75万円となるという方針。優良な電子帳簿保
存を条件とするこの仕組みは、新たな事務負担になるのか、それとも経営を効率化する好機となるのでしょ
うか。さらに急速に進化するＡＩは頼もしい相棒となるのか、あるいは税務当局の監視の目を強める存在と
なるのか。これを機に時代の流れに乗り、私たちが新たな価値を創造できるかの正念場です。
▶自民党内では消費税減税や給付付き税額控除の議論も再燃しています。こうした激動の時代に、私たち税
理士はどうあるべきでしょうか。現場の切実な声を政治に届け、誰もが取り残されない、わかりやすい税制
を守り抜くことが求められます。
▶信頼のバッジを胸に、この新しい風をどう活かしていくか。納税者の皆様と共に歩む伴走者として、皆様
と一緒に知恵を絞り、決意を新たにしたい初夏であります。� （河合　伸治）
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　税理士政治連盟は、税理士会の方針に添っ

て、税理士の社会的・経済的地位の向上を図る

こと、納税者のための民主的税理士制度及び租

税制度並びに税務行政を確立するために、必要

な政治活動を行うこととされています。税制改

正については、税理士会の建議を基に要望書を

作成し、法律として実現するための政治活動と

して、国会議員等への陳情を行っています。

　税制改正については、社会経済情勢や政治的

政策的要請等もあり、なかなか税理士会の要望

が実現していないと感じる会員も多いと思いま

す。しかし、税政連も要望する税制改正が行わ

れるよう努力を続けており、日税政国対委員会

では「効果的な陳情方法とは」という資料も作成

しています。効果的な陳情が行われるように、

税制改正決定のプロセスを知り、陳情時にその

プロセスのどの段階にいるのか、陳情先の組織

及びその構成員並びにその年度の税制改正の課

題を確認し、できる限り要望が効果的に国会議

員等へ伝わるように実施時期や配付資料を工夫

しています。

　ご存じのように、税制改正のスケジュールは

次のようになっています。まず、８月末に各府

省庁からの概算要求と税制改正の要望項目が締

め切られ、９月中旬から10月上旬頃までに各種

団体から税制改正要望項目が提出されます。そ

の後、与党自民党の政務調査会の各部会におい

て、これらの要望項目のうち、どの要望項目を

「重点要望項目」にするかを検討し、11月20日頃

を目途に「重点要望項目」を決定します。11月下

旬にキックオフされる自民党税制調査会が、各

部会から提出された「重点要望項目」について検

討し、12月第２週目に次年度税制改正大綱を取

りまとめる例が多いようです。税制改正大綱が

翌年の国会の審議を経て、概ね３月末までに成

立、４月１日施行となります。

　このような流れの中で、税制改正大綱に取り

上げられなかった要望は、法案には決して取り

上げられないということになります。遡って、

各部会に「重点要望項目」として取り上げられな

ければ党税調で議論されず、税制改正大綱には

取り上げられません。さらに遡れば、府省庁が

取り上げない要望は各部会の「重点要望項目」に

ならない例がほとんどです。

　名税政は、日税政と連携を密にして活動を

行っています。税理士による国会議員等後援会

の皆さまには、税制改正要望についての陳情を

従前より早期に行うようお願いしています。日

税政定期大会の日程に合わせて東京の議員会館

を訪問し、地元でも行った税制改正要望を再度

説明します。また、例年10月には日税政全国一

斉陳情が行われており、議員会館等で要望と意

見交換を行っています。これらの働きかけが実

を結んだとは言いづらい部分もありますが、理

解が深まっていると感じます。これからも努力

を続けてまいりますので、会員の皆さまにはご

理解とご協力をお願いいたします。

税理士政治連盟の「陳情」について税理士政治連盟の「陳情」について

副幹事長　谷口　賢治
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令和８年４月８日　第１回正副幹事長会

〔協議事項〕

１．第53回定期大会の開催要領案について

２．令和７年度運動経過報告案について

３．令和７年度収支決算案について

４．令和８年度運動方針案について

５．令和８年度収支予算案について

６．令和８年度表彰案について

７．定期大会議長候補について

８．定期大会における支部の表彰案について

９．代議員の選出について

10．令和９年度の税制改正に関する要望書案に

ついて

11．名税政支部定期大会への出席役員について

12．幹事会の開催及び運営について

13．総務会の開催及び運営について

14．令和８年度支部交付金について

15．各税理士による後援会「定期総会」及び「勉

強会」等への出席について

（１）税理士による牧義夫後援会「勉強会」への出

席について

（２）古川元久政経フォーラム特別講演会への出

席について

（３）税理士による野田聖子後援会「定期総会」へ

の出席について

〔報告事項〕

１．会費の納入状況について

２．監査の実施について

３．支部長・後援会長連絡会議の開催結果につ

いて

４．名古屋税理士会関連４団体協議会の開催結

果について 

令和８年４月８日　第１回政策委員会

〔協議事項〕

１．令和９年度の税制改正に関する要望書の策

定について

２．令和７年度運動経過報告案について

３．令和８年度運動方針案について

４．リーフレットの改訂について

５．今後の会議開催予定について

令和８年４月７日　第１回財務委員会

〔協議事項〕

１．令和８年１月～３月の経理状況について

２．令和７年度決算について

３．令和８年度予算（案）について

令和８年４月13日　第１回広報委員会

〔協議事項〕

１．「名税政」３月号の反省と４月号の発行報告

について

２．「名税政」５月号の編集について

３．「名税政」６月号の企画について

４．ホームページの更新について

５．今後の会議日程について

諸　会　合　報　告
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　令和８年４月10日（金）午後６時から、東京第
一ホテル錦において「税理士による伊藤たかえ
後援会」第３回定期総会を開催いたしました。
　本定期総会は当初２月上旬に開催を予定して
おりましたが、伊藤孝恵参議院議員のご都合に
加え、１月23日の解散、１月27日公示、２月８
日投開票の衆議院議員総選挙の実施、さらに確
定申告期の繁忙が重なったため、日程を変更し
本日の開催となりました。
　当日は、名古屋税理士政治連盟から飯島明伸
会長をはじめ11人の来賓をお迎えしました。定
期総会に先立ち、荒川章三名税政政策委員長か
ら約10分間の陳情が行われ、伊藤議員へ税制改
正要望を直接お伝えいたしました。
　定期総会は、武山卓史副会長の司会、山元剛
副幹事長の開会の辞によって始まり、加賀元浩
会長のあいさつの後、春田猛会員を議長に選出
して議事に入りました。
　第１号議案「令和７年運動経過報告承認の件」
および第２号議案「令和７年収支計算書承認の
件」をはじめとする全５議案について審議を行
い、いずれも原案のとおり可決承認されました。
議事終了にあたり、春田議長から出席者への謝
辞が述べられました。
　その後、来賓を代表して飯島会長から祝辞を
頂戴し、続いて伊藤議員から国政報告とごあい
さつがありました。国会においても、本日陳情
した「所得控除の見直し」及び「年少扶養控除の

復活」について同様の趣旨で発言されている旨
の説明があり、税理士との認識の一致が示され
ました。
　長戸健聖副幹事長の閉会の辞をもって、第３
回定期総会は滞りなく終了いたしました。
　定期総会終了後には、伊藤議員を中心に出席
者全員で記念撮影を行い、休憩を挟んで同会場
にて懇親会を開催いたしました。武山副会長の
司会のもと、再任された加賀会長のあいさつ、
伊藤議員の力強いごあいさつに続き、平昌彦顧
問の乾杯によって開会いたしました。懇親会で
は、伊藤議員を囲んで活発な意見交換が行われ、
和やかな雰囲気の中、中野修宏名税政幹事長の
ことばで盛会のうちに終了いたしました。
　なお、本定期総会の様子は伊藤議員の
InstagramおよびＸ（旧Twitter）にて発信され
ておりますので、ぜひご覧ください。
　今後とも伊藤孝恵議員への変わらぬご支援を
賜りますようお願い申し上げます。

「税理士による伊藤たかえ後援会」第３回定期総会
税理士による伊藤たかえ後援会　幹事長　服部　達哉

後　援　会　だ　よ　り
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院 氏　　名 政　党 選　挙　区 会　　長 幹　事　長

衆 現 野　田　聖　子 自　民 岐 阜 １ 区 平　工　信　雄 苅　谷　悦　利

衆 現 棚　橋　泰　文 自　民 岐 阜 ２ 区 宮　脇　治　嘉 川　瀬　正　勝

衆 現 武　藤　容　治 自　民 岐 阜 ３ 区 丹　下　忠　彰 竹　市　憲　正

衆 現 古　屋　圭　司 自　民 岐 阜 ５ 区 大　野　義　豊 西　尾　博　隆

衆 現 河　村　たかし 減税こども 愛 知 １ 区 浅　野　　　洋 西　尾　正　範

衆 現 古　川　元　久 国　民 愛 知 ２ 区 前　原　明　弘 神　戸　秀　夫

衆 前 近　藤　昭　一 中　道 愛 知 ３ 区 渥　美　雅　裕 大　川　雅　彰

衆 前 牧　　　義　夫 中　道 愛 知 ４ 区 表　野　宏　和 今　枝　　　清

衆 前 西　川　厚　志 中　道 愛 知 ５ 区 木　村　茂　徳 早　川　功　剛

参 現 渡　辺　猛　之 自　民 岐　阜　県 加　藤　敦　司 落　合　伸　弘

参 現 若　井　敦　子 自　民 岐　阜　県 河　合　敏　則 川　崎　賢　二

参 現 斎　藤　嘉　隆 立　民 愛　知　県 粟　田　敬　八 三　品　雅　義

参 現 藤　川　政　人 自　民 愛　知　県 宮　崎　晃　吉 細　井　隆　好

参 現 里　見　隆　治 公　明 愛　知　県 梅　原　一　男 上　島　大　慶

参 現 伊　藤　孝　恵 国　民 愛　知　県 加　賀　元　浩 服　部　達　哉

参 現 田　島　麻衣子 立　民 愛　知　県 井　上　　　新 矢　野　美季恵

令和８年５月１日現在
税理士による国会議員等後援会（順不同）
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　昨年、「僕には鳥の言葉がわかる」という野鳥の鳴
き声の研究者が書いた本を読みました。野鳥に興味
を持った私は、自分への誕生日プレゼントに双眼鏡
を購入。そして先日、あいち健康の森公園で開催さ
れた野鳥観察会に参加しました。正式には観察会で
はなく「探鳥会」というのだそうです。日本野鳥の会
の先生の後について公園の中を歩き回ること２時
間、鳥の鳴き声や生態、双眼鏡の使い方まで教えて
いただき、とても楽しい時間でした。普段何気なく
聞いている鳥の声の持ち主の姿を、自分の双眼鏡で

捉えたときには感動しました。初心者の私には小さ
な鳥にピントを合わせるのは難しく、手間取ってい
る間にどこかへ飛んでいってしまいます。まず鳥の
声に耳を傾け、肉眼で探し、視線をそらさぬまま双
眼鏡を目に当てるのがコツなのだそうです。それ以
来、時間をみつけては双眼鏡を持って公園や池など
に出かけています。今の目標は、野鳥界のアイドル、
カワセミに出会うことです。鳥たちが活動を始める
早朝に行ってみたいと思うのですが、なかなか実行
できずにいます。� （広報委員　粂　映子）

　覚王山日泰寺の縁日に行ったときに、日泰寺の五重の塔を見学に行きました。日泰寺といえば日本仏教徒超宗
派で建立されたことでも有名ですが、明治37年にタイの国王より贈られた仏舎利（釈迦の遺骨）を奉安する寺院
だそうです。そういう歴史的背景を知ったうえで、五重の塔を眺めるといろいろな思いが湧いてきます。

“覚王山日泰寺の五重の塔”	 米澤　健（昭和支部）・撮

表紙写真の説明
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　税理士会ビルには、名古屋税理士会、名古屋税理士政治連盟、名古屋税理
士協同組合、株式会社税理士会館の４団体がございます。管理する施設を、
講演会・セミナーなどのイベントや会議でご利用いただけます｡ご利用の際
は、名古屋税理士協同組合（TEL 052-752-6111）へご連絡ください。

税理士会ビルのご案内
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税理士会ビル

交通のご案内　●地下鉄：東山線池下駅2番出口より徒歩3分　●市バス：池下バスターミナルより徒歩5分

60

●株式会社税理士会館●

８階　会議室・応接室

４階　名古屋税理士会、名古屋税理士政治連盟、
　　　名古屋税理士協同組合、株式会社税理士会館

３階　会議室、図書室、相談室

２階　ホール

１階　ラウンジ・喫茶

近隣の駐車場MAP ※税理士会ビルに駐車場はありません。
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税理士会ビルの建物内及び敷地内の全面禁煙について
　令和５年９月末日をもって、税理士会ビル２階喫煙ルームの閉鎖及び１階北
側千種警察署側出入口の灰皿の撤去をいたしました。
　建物内及び敷地内は全面禁煙となりますのでよろしくお願いいたします。
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